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取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書

類
（
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状

と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
）

等
が
な
い
と
、
届
け
出
や
証
明

書
等
の
交
付
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず

担
当
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要

な
手
続
き
な
ど
は
、
取
り
扱
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯

変
更
の
届
け
出
（
前
住
所
地

の
区
市
町
村
に
確
認
が
必
要

な
場
合
は
手
続
き
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
外
か

ら
の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ

ん
）
、
▼
外
国
人
住
民
の
住
居

地
届
（
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は

特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留

カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前

の
方
は
外
国
人
登
録
証
明

書
）
が
必
要
）
、
▼
住
民
票
の

写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証

明
書
の
交
付
（
請
求
で
き
る

の
は
、
ご
本
人
か
同
一
世
帯

の
家
族
の
み
。
広
域
交
付
住

民
票
の
写
し
は
発
行
で
き
ま

せ
ん
）
、
▼
不
在
住
証
明
書
の

交
付
、
▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃

止
の
届
け
出
、
▼
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
（
印
鑑
登
録

証
（
カ
ー
ド
）
が
必
要
）
、
▼
自

動
交
付
機
の
利
用
登
録
申

請
、
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
申
請
・
交
付
、
▼
特
別
永

住
者
に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民

記
録
係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5

2
7
3）

3
6
0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届

書
の
内
容
確
認
等
は
翌
開
庁

日
に
行
い
ま
す
）
、
▼
火
葬
・

改
葬
許
可
証
、
区
民
葬
儀
券

の
交
付
、
▼
戸
籍
・
除
籍
・
改

製
原
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
・
除

籍
全
部
（
個
人
）
事
項
証
明

書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の

交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
そ

の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る

方
と
そ
の
配
偶
者
、
直
系
血

族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書

類
が
必
要
）
の
み
）
、
▼
身
分

証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の

交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍

係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7

3）

3
5
0
9へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険

等
資
格
喪
失
証
明
書
が
必

要
。
扶
養
家
族
が
い
な
い
と
き

は
退
職
証
明
書
で
も
代
用

可
）
、
▼
資
格
の
喪
失
（
職
場

の
健
康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー

ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明

書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替

え
る
前
の
方
は
外
国
人
登
録

証
明
書
）
と
パ
ス
ポ
ー
ト
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課

国
保
資
格
係
（
本
庁
舎

4階
）


（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明

書
の
交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税

情
報
が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理

係
（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2
7

3）

4
1
3
9へ

。

　
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
区
は
、
避
難

所
の
設
置
・
運
営
、
帰
宅
困
難
者
対
策
、
備
蓄
の
充
実

等
の

7項
目
を
緊
急
検
討
課
題
と
し
て
、
平
成

23年

度
に
地
域
防
災
計
画
を
修
正
し
て
い
ま
す
。ま
た
、
東

京
都
は
、
平
成

24年
4月

に
首
都
直
下
地
震
等
の
被

害
想
定
を
見
直
し
、
同
年

11月
に
は
、
都
の
地
域
防

災
計
画
を
大
幅
に
修
正
し
て
い
ま
す
。

　
首
都
直
下
地
震
に
備
え
る
た
め
、
被
害
を
最
小
限

に
抑
え
、
早
期
復
興
を
可
能
と
す
る
減
災
社
会
づ
く

り
に
向
け
た
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
取
り
組
み
が
強

く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
区
は
、

24年

4月
に
都
が
見
直
し
た
被
害
想

定
で
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
を
十
分
に
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
同
年

11月
に
修
正
さ
れ
た
都
の
地
域
防

災
計
画
と
の
整
合
性
を
確
保
し
、
よ
り
機
能
的
な
計

画
と
す
る
た
め
、
平
成

25年
度
第

2回
新
宿
区
防
災

会
議
で
、区
の
地
域
防
災
計
画
を
修
正
し
ま
し
た
。

※
地
域
防
災
計
画
の
概
要
版
は
、
危
機
管
理
課
、
区
政

情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎

1階
）
、
特
別
出
張
所
で

12月

20日

か
ら
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
本
編
は

26年

1月

中
旬
以
降
に
危
機
管
理
課
、区
立
図
書
館
で
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。
い
ず
れ
も
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
危
機
管
理
課
危
機
管
理
係
（
本
庁
舎

4階
）


（

5
2
7
3）

4
5
9
2・

（

3
2
0
9）

4
0
6
9へ

。

平成25年第4回区議会定例会

議議決決結結果果
　区長が提出した議案は、すべて原案

どおり可決・決定されました。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）

（5273）3505・（3209）9947へ。

◆予算案3件

◎平成25年度補正予算

平成25年度新宿区一般会計補正予算

（第6号）

平成25年度新宿区一般会計補正予算

（第7号）

平成25年度新宿区国民健康保険特別

会計補正予算（第3号）

◆条例案10件

◎一部改正の条例

新宿区議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する

条例

新宿区長及び副区長の給料等及び旅

費条例の一部を改正する条例

新宿区監査委員の給料等に関する条

例の一部を改正する条例

新宿区職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例

新宿区住民基本台帳制度の適正な運

用に関する条例の一部を改正する条例

新宿区道路占用料等徴収に関する条

例の一部を改正する条例

新宿区立公衆便所設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例

新宿区立住宅管理条例の一部を改正

する条例

新宿区教育委員会教育長の給料等及

び勤務等に関する条例の一部を改正す

る条例

新宿区幼稚園教育職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例

◆その他21件

旧新宿区立中央図書館等解体工事請

負契約

特別区道の路線の認定について（2件）

公の施設の指定管理者の指定につい

て（18件）

第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設
12月は22日　【開設時間】午前9時～午後5時

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
医
療

機
関
に

7日
以
上
入
院
し
た
場
合
、
期
間
に
応
じ
て

1万

円
～

3万
円
を
支
給
し
ま
す
（
介
護
施
設
へ
の
入
所
は
対

象
外
）。

【
入
院
期
間
と
支
給
金
額
】

▼

7日
～

60日
…

1万
円
、
▼

61日
～

120日
…

2万
円
、

▼

121日
以
上
…

3万
円

※
年
度
内
（

4月

1日
～
翌
年

3月

31日
）
に

3万
円
を

限
度
。
新
宿
区
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
た
日

以
降
の
入
院
が
対
象
で
す
。

【
申
請
】
次
の
書
類
を
高
齢
者
医
療
担
当
課
高
齢
者
医
療

係
か
特
別
出
張
所
へ
。

▼
入
院
期
間
が
分
か
る
病
院
等
の
領
収
書
の
原
本
（
コ
ピ
ー

は
不
可
。
窓
口
で
コ
ピ
ー
し
て
原
本
は
お
返
し
し
ま
す
）

▼
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

▼
入
院
し
た
方
の
口
座
の
内
容
が
分
か
る
通
帳
等
と
印
鑑

（
入
院
し
て
い
た
方
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、
相
続
人
の

口
座
の
内
容
が
分
か
る
通
帳
等
と
印
鑑
）

【
問
合
せ
】
高
齢
者
医
療
担
当
課
高
齢
者
医
療
係
（
本
庁
舎

4階
）
（

5
2
7
3）

4
5
6
2へ

。

後
期
高

齢
者

医
療
制

度

　
入
院
時
負
担
軽
減

　
支
援
金
の
申
請
を
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今
回
の
計
画
修
正
の
ポ
イ
ン
ト

▼
施
策
ご
と
の
課
題
や
到
達
目
標
を
明
示
す

　
る
こ
と
で
、
防
災
関
係
機
関
や
区
民
と
の
共

通
認
識
を
醸
成
し
、
各
主
体
に
よ
る
防
災
対

　
策
を
促
進
し
ま
す
。

▼
地
域
の
防
災
力
の
向
上
や
安
全
な
都
市
づ

　
く
り
等
の
施
策
ご
と
に
、
予
防
・
応
急
・
復
旧

　
等
の
災
害
の
フ
ェ
ー
ズ
（
段
階
）
に
応
じ
て

　
対
応
策
を
構
築
し
ま
し
た
。

▼
よ
り
機
能
的
な
計
画
と
な
る
よ
う
、
発
災
後

　
の
対
応
手
順
を
明
確
化
す
る
な
ど
、
施
策

　
の
内
容
を
充
実
・
強
化
し
ま
し
た
。

▼
都
の
新
た
な
減
災
目
標
の
設
定
に
伴
い
、
区

　
も
減
災
目
標
を
新
た
に
設
定
し
ま
し
た
。

【
開
設
場
所
】
区
役
所
本
庁
舎

1階
（
国
民
健
康
保
険
・
区
税

証
明
は

1階
に
臨
時
窓
口
を

設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
減
災
目
標
の
修
正

　
★

★
★

★

　

24年

4月
に
見
直
さ
れ
た
被
害
想
定
で
明
ら
か
に
な
っ
た

重
大
な
被
害
を
抑
制
す
る
た
め
、都
は
具
体
的
な
目
標
を
掲
げ

て
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、都
の
地
域
防
災
計
画
で
新
た

な
減
災
目
標
を
設
定
し
ま
し
た
。

　
都
と
一
体
と
な
っ
て
効
果
的
な
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、

区
で
も
新
た
な
減
災
目
標
を
定
め
ま
し
た
。

目
標

1

最
大
死
者
数
を
約

6割
減

　
建
物
全
壊
や
地
震
火
災
等
を
原
因
と
す
る
最
大
死
者
数

約

290人
を
、約

6割
減
の
約

120人
に
す
る
。

目
標

2

避
難
者
数
を
約

4割
減

　
住
宅
の
倒
壊
や
火
災
に
よ
る
避
難
者
（
発
生
か
ら

1日

後
の
ピ
ー
ク
）
約

7万

7千
人
を
、
約

4割
減
の
約

4万

6

千
人
に
す
る
。

目
標

3

建
築
物
の
全
壊
・
焼
失
棟
数
を
約

6割
減

　
揺
れ
・
液
状
化
等
に
よ
る
建
物
全
壊
や
地
震
火
災
に

よ
る
焼
失
約

5千

900棟
を
、
約

6割
減
の
約

2千

400棟

に
す
る
。

　
減
災
目
標
の
実
現
に
向
け
て

　
★

★
★

★

　
行
政
機
関
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
が

防
災
対
策
に
積
極
的
に
参
画
・
協
働
す
る
取
り
組
み
を
強
化

し
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
「
自
助
」「
共
助
」
の
意
識
を
高
め
、

自
主
防
災
組
織
、
消
防
団
等
の
地
域
防
災
力
の
向
上
を
図

り
ま
す
。

　
ま
た
、
次
の
主
な
対
策
へ
の
取
り
組
み
を
は
じ
め
、
地
域
防

災
計
画
に
定
め
た
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
、

10年
以
内
の
減
災
目
標
の
達
成
を
目
指
し
ま
す
。

▼
新
宿
区
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
基
づ
く
民
間
建
築
物
の

　
耐
震
促
進
事
業

▼
家
具
類
の
転
倒
・
落
下
・
移
動
防
止
対
策

▼
救
出
・
救
護
体
制
の
強
化

▼
防
災
ま
ち
づ
く
り
対
策

▼
消
防
力
の
充
実
・
強
化

▼
区
民
や
事
業
所
の
火
災
対
応
力
の
強
化

▼
情
報
伝
達
体
制
の
充
実
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